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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第14期

第２四半期累計期間
第15期

第２四半期累計期間
第14期

会計期間
自2020年８月１日
至2021年１月31日

自2021年８月１日
至2022年１月31日

自2020年８月１日
至2021年７月31日

売上高 （千円） 4,888,371 5,450,333 10,050,070

経常利益 （千円） 671,892 382,114 973,127

四半期（当期）純利益 （千円） 417,799 254,788 546,109

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 718,863 725,645 724,137

発行済株式総数 （株） 10,717,200 10,792,400 10,770,000

純資産額 （千円） 4,787,548 5,157,274 4,926,335

総資産額 （千円） 7,161,223 8,702,146 8,262,323

１株当たり四半期（当期）

純利益
（円） 39.04 23.63 50.93

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 38.15 23.23 49.85

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 66.85 59.26 59.62

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 477,053 720,840 369,399

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △990,242 △1,092,913 △2,689,339

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △5,601 383,316 1,945,186

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高
（千円） 1,328,402 1,483,681 1,472,438

 

回次
第14期

第２四半期会計期間
第15期

第２四半期会計期間

会計期間
自2020年11月１日
至2021年１月31日

自2021年11月１日
至2022年１月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 18.05 14.89

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社が存在しないため記載をしておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首か

ら適用しており、当第２四半期累計期間及び当第２四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当

該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から

適用しております。この結果、前第２四半期累計期間と収益の会計処理が異なることから、以下の経営成績に関する

説明においては増減額及び前年同期比（％）を記載せずに説明しております。

 

(1）経営成績の状況

当第２四半期累計期間における我が国の経済は、オミクロン株の流行により、まん延防止法等の感染拡大防止策が

実施される等、緩やかな自粛ムードが継続しており、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

当社の属する高齢者向け配食サービス市場におきましては、高齢者人口及び一人暮らし高齢者世帯の増加等を背景

に、市場は引き続き拡大傾向が続いております。また、2025年からは団塊の世代が当社のメイン顧客層である後期高

齢者になることから、更なる拡大が予測されております。

このような状況の下、当社におきましては、栃木工場の本格稼働、群馬工場の改修により需要増に対応できる生産

体制が構築されたため、積極的な販売促進活動を実施し売上拡大に努めてまいりました。

製造面については、栃木工場の稼働による減価償却費、労務費、水道光熱費、租税公課が増加したこと等により、

売上高総利益率は低下いたしました。一方で前事業年度末から見え始めた機械化等による効率化の影響は、特に材料

費の低下やピッキング費用の削減に如実に表れてきております。

販売管理費については、ピッキング作業の機械化により業務委託費が削減されたものの、生産体制が強化されたた

めに、工場稼働率を上げるための積極的な販売促進活動を行ったことにより、広告宣伝費が増加したのに加えて、冷

凍弁当の直接販売比率の増加に伴う運賃や支払手数料の増加等により、売上高販売管理費率は高まりました。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は5,450,333千円（前年同四半期は4,888,371千円）、営業利益は

312,271千円（前年同四半期は611,848千円）、経常利益は382,114千円（前年同四半期は671,892千円）、四半期純利

益は254,788千円（前年同四半期は417,799千円）となりました。

 

販売区分別の経営成績は、次のとおりであります。

 

① ＦＣ加盟店

フランチャイズを展開しているＦＣ加盟店向け販売では、これまで「まごころ弁当」及び「配食のふれ愛」の

２ブランド体制により積極的な店舗展開を図っていましたが、2021年10月より第３ブランドとなる「宅食ライ

フ」の出店を開始いたしました。３ブランド体制により、グループ店舗数を増加させ、更なる店舗網の拡充を目

指してまいります。

この結果、「まごころ弁当」は前事業年度末より11店舗増加、「配食のふれ愛」は11店舗減少、「宅食ライ

フ」は14店舗増加したことで、店舗数は前事業年度末より14店舗増加し948店舗となり、ＦＣ加盟店向け販売にお

ける当第２四半期累計期間の売上高は3,988,852千円（前年同四半期は3,526,335千円）となりました。

 

② 高齢者施設等

高齢者施設等向け食材販売サービスである「まごころ食材サービス」では、今後、新設施設は一定数見込まれる

ことに加え、既存施設においても人手不足、合理化の一貫でサービスの外部委託が進むものと予測されております

が、2018年度に行った個食対応の廃止による影響が依然継続しており、売上は減少しました。

2020年４月より販売を開始した「こだわりシェフ」は、以前は伸び悩みがあったものの、コロナ禍による営業活

動制限の緩和に伴って、徐々に好転の兆しが見え始めており、売上は増加しました。

この結果、高齢者施設向け食材販売における当第２四半期累計期間の売上高は633,697千円（前年同四半期は

601,299千円）となりました。

 

③ 直販・その他

直接販売では、大規模な販売促進活動を行った結果、売上は増加しました。ＯＥＭ販売では、積極的な営業活

動により新規取引先は増加したものの、売上の大半を占めていた既存大口取引先上位２社の減少をカバー出来

ず、売上は減少しました。

この結果、直販・その他販売における当第２四半期累計期間の売上高は827,784千円（前年同四半期は760,735

千円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

当第２四半期会計期間末における流動資産は前事業年度末より266,497千円減少し、3,069,241千円となりました。

これは主に、冷凍弁当の製造増加に伴い商品及び製品が51,127千円増加し、未収消費税の確定申告による還付等で

317,484千円減少したこと等によるものであります。

（固定資産）

当第２四半期会計期間末における固定資産は前事業年度末より706,320千円増加し、5,632,905千円となりました。

これは主に、加須物流センター取得により土地が245,256千円、建物が136,543千円、加須物流センター冷却設備等

の改修費用により建設仮勘定が239,568千円、群馬工場等で導入した機械装置が94,791千円、それぞれ増加したこと

等によるものであります。

（流動負債）

当第２四半期会計期間末における流動負債は前事業年度末より120,619千円減少し、1,281,190千円となりました。

これは主に、１年内返済予定長期借入金が72,000千円増加し、設備未払金が114,643千円、未払法人税等が68,081

千円、それぞれ減少したこと等によるものであります。

（固定負債）

当第２四半期会計期間末における固定負債は前事業年度末より329,503千円増加し、2,263,682千円となりました。

これは主に、加須物流センター取得資金として長期借入金が308,300千円増加したこと等によるものであります。

（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産は前事業年度末より230,938千円増加し、5,157,274千円となりました。

これは主に、「収益認識に関する会計基準」等の適用により、利益剰余金の当期首残高が38,721千円減少したもの

の、当該資産の税効果調整で11,856千円増加し、当第２四半期会計期間末では227,922千円増加したこと等によるも

のであります。

 

（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末より11,242千円

増加し、1,483,681千円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、720,840千円（前年同四半期は477,053千円の獲得）となりました。

収入の主な内訳は、税引前四半期純利益397,923千円、減価償却費279,603千円であり、支出の主な内訳は、法人

税等の支払額177,812千円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、1,092,913千円（前年同四半期は990,242千円の使用）となりました。

支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,115,653千円、無形固定資産の取得による支出43,450千円

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、383,316千円（前年同四半期は5,601千円の使用）となりました。

収入の主な内訳は、長期借入れによる収入500,000千円（１年以内返済72,000千円含む）、ストックオプション

の行使による収入3,016千円であります。支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出119,700千円であります。

 

(4）経営方針・経営戦略等

当第２四半期累計期間において、当社の経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更はありませ

ん。

 

(6）研究開発活動

該当事項はありません。
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(7）経営成績に重要な影響を与える要因

当第２四半期累計期間において、重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 32,000,000

計 32,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）

（2022年１月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年３月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,792,400 10,792,400
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は100株

であります。

計 10,792,400 10,792,400 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2022年３月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高

（千円）

2021年11月１日～

2022年１月31日（注）
17,600 10,792,400 1,130 725,645 1,130 715,645

（注）新株予約権（ストックオプション）の権利行使による増加であります。
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（５）【大株主の状況】

  2022年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

株式会社近江屋 東京都小平市花小金井２丁目23－43 4,000,000 37.06

清水　貴久 東京都世田谷区 1,931,200 17.89

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,180,700 10.94

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海１丁目８－12 693,700 6.42

第一生命保険株式会社

[常任代理人]

株式会社日本カストディ銀行

東京都千代田区有楽町１丁目13－１

(東京都中央区晴海１丁目８番12号)
243,400 2.25

GOVERNMENT OF NORWAY

[常任代理人]

シティバンク、エヌ・エイ東京支店

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO

0107 NO

（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）

153,051 1.41

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 134,000 1.24

株式会社日本カストディ銀行（証券投

資信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－12 120,700 1.11

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG

(FE-AC)

[常任代理人]

株式会社三菱UFJ銀行

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

(東京都千代田区丸の内２丁目７－１)

43,348 0.40

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番２１号 39,200 0.36

計 － 8,539,299 79.12

（注）１．信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名

簿上の名義での所有株式数を記載しております。

 

　　　２．2021年８月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同

保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2021年８月13日現在で以下の株式を所有している旨が記

載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができません

ので、上記大株主の状況には含めておりません。

　　　　　　なお、当該大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 24,400 0.23

アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 517,800 4.81

計 － 542,200 5.03
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2022年１月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,786,700 107,867

権利内容に何らの制限の

ない、当社における標準

となる株式であります。

なお、単元株式数は100

株であります。

単元未満株式 普通株式 5,400 － －

発行済株式総数  10,792,400 － －

総株主の議決権  － 107,867 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式99株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2022年１月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社シルバーライフ
東京都新宿区西新宿

四丁目32番４号
300 - 300 0.00

計 － 300 - 300 0.00

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（2021年11月１日から2022年１

月31日まで）及び第２四半期累計期間（2021年８月１日から2022年１月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2021年７月31日)
当第２四半期会計期間
(2022年１月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,472,438 1,483,681

売掛金 967,715 896,402

商品及び製品 186,720 237,847

原材料及び貯蔵品 16,032 20,302

その他 732,319 474,155

貸倒引当金 △39,487 △43,148

流動資産合計 3,335,739 3,069,241

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,634,430 2,770,973

機械及び装置（純額） 1,137,280 1,232,071

建設仮勘定 156,651 396,219

その他（純額） 533,722 771,355

有形固定資産合計 4,462,084 5,170,619

無形固定資産 281,239 298,584

投資その他の資産   

その他 196,396 175,915

貸倒引当金 △13,135 △12,214

投資その他の資産合計 183,260 163,701

固定資産合計 4,926,584 5,632,905

資産合計 8,262,323 8,702,146

負債の部   

流動負債   

買掛金 541,269 549,419

未払金 433,990 288,697

１年内返済予定の長期借入金 167,400 239,400

未払法人税等 190,254 122,172

株主優待引当金 31,720 22,797

その他 37,176 58,701

流動負債合計 1,401,809 1,281,190

固定負債   

長期借入金 1,762,850 2,071,150

その他 171,328 192,532

固定負債合計 1,934,178 2,263,682

負債合計 3,335,987 3,544,872

純資産の部   

株主資本   

資本金 724,137 725,645

資本剰余金 714,137 715,645

利益剰余金 3,488,980 3,716,903

自己株式 △919 △919

株主資本合計 4,926,335 5,157,274

純資産合計 4,926,335 5,157,274

負債純資産合計 8,262,323 8,702,146
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（２）【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期累計期間
(自　2020年８月１日
　至　2021年１月31日)

 当第２四半期累計期間
(自　2021年８月１日
　至　2022年１月31日)

売上高 4,888,371 5,450,333

売上原価 3,428,618 4,068,227

売上総利益 1,459,752 1,382,106

販売費及び一般管理費 ※１ 847,904 ※１ 1,069,834

営業利益 611,848 312,271

営業外収益   

受取利息 5,398 6,146

受取補償金 45,070 61,705

その他 19,932 23,884

営業外収益合計 70,401 91,736

営業外費用   

支払利息 － 2,615

賃貸費用 8,347 8,733

貸倒損失 － 4,003

貸倒引当金繰入額 1,971 2,281

その他 38 4,259

営業外費用合計 10,356 21,894

経常利益 671,892 382,114

特別利益   

固定資産売却益 － 22,900

特別利益合計 － 22,900

特別損失   

固定資産売却損 4,055 －

固定資産除却損 0 7,090

特別損失合計 4,055 7,090

税引前四半期純利益 667,836 397,923

法人税、住民税及び事業税 246,695 110,747

法人税等調整額 3,341 32,388

法人税等合計 250,036 143,135

四半期純利益 417,799 254,788
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期累計期間
(自　2020年８月１日
　至　2021年１月31日)

 当第２四半期累計期間
(自　2021年８月１日
　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 667,836 397,923

減価償却費 88,273 279,603

貸倒引当金の増減額（△は減少） 781 2,739

株主優待引当金の増減額（△は減少） － △8,922

受取利息及び受取配当金 △5,398 △6,146

支払利息 － 2,615

有形固定資産売却損益（△は益） 4,055 △22,900

有形固定資産除却損 0 7,298

売上債権の増減額（△は増加） 46,500 71,312

棚卸資産の増減額（△は増加） △80,365 △55,397

仕入債務の増減額（△は減少） △45,366 8,150

未払消費税等の増減額（△は減少） 79,707 322,177

その他 △70,299 △103,389

小計 685,726 895,064

利息及び配当金の受取額 5,398 6,146

利息の支払額 － △2,559

法人税等の支払額 △214,071 △177,812

営業活動によるキャッシュ・フロー 477,053 720,840

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △909,733 △1,115,653

有形固定資産の売却による収入 5,443 65,000

無形固定資産の取得による支出 △88,489 △43,450

貸付けによる支出 △20,665 △7,150

貸付金の回収による収入 8,056 7,970

敷金及び保証金の差入による支出 △98 △89

敷金及び保証金の回収による収入 131 135

預り保証金の返還による支出 △860 △7,800

預り保証金の受入による収入 18,799 10,953

その他投資の取得による支出 △2,827 △2,827

投資活動によるキャッシュ・フロー △990,242 △1,092,913

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 － △119,700

ストックオプションの行使による収入 5,520 3,016

自己株式の取得による支出 △167 －

リース債務の返済による支出 △10,954 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,601 383,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △518,790 11,242

現金及び現金同等物の期首残高 1,847,192 1,472,438

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 1,328,402 ※１ 1,483,681
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を、第１四半期

会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換

に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、加盟金収入については、従来フランチャイズ契約時に一括して収益認識しておりましたが、契約期

間である５年間で収益認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期会計期

間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用しております。

この結果、第１四半期会計期間の期首において、利益剰余金が38,721千円減少しております。また、当第２四半

期累計期間の売上高が5,891千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益が5,891千円それぞれ減少し

ております。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28－15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第２四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりま

せん。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期累計期間等に係る四半

期財務諸表への影響はありません。
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（四半期損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
（自　2020年８月１日
至　2021年１月31日）

当第２四半期累計期間
（自　2021年８月１日
至　2022年１月31日）

給料及び手当 109,801千円 116,714千円

運賃 208,964 240,400

広告宣伝費 98,243 208,681

減価償却費 33,537 32,777

貸倒引当金繰入額 2,027 8,178

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとお

りであります。

 
前第２四半期累計期間
（自 2020年８月１日
至 2021年１月31日）

当第２四半期累計期間
（自 2021年８月１日
至 2022年１月31日）

現金及び預金勘定 1,328,402千円 1,483,681千円

現金及び現金同等物 1,328,402 1,483,681

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　2020年８月１日　至　2021年１月31日）

株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　2021年８月１日　至　2022年１月31日）

株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、食材製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（金融商品関係）

長期借入金（１年以内返済予定を含む）が、企業の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半

期貸借対照表計上額に前事業年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第２四半期会計期間末の貸

借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、

記載を省略しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第２四半期累計期間（自 2021年８月１日　至 2022年１月31日）

(単位：千円)

 

顧客との契約から生じる収益

その他の収益 合計一定の期間にわたり
移転される

財又はサービス

一時点で移転される
財又はサービス

FC加盟店事業 8,058 3,980,793 － 3,988,852

高齢者施設関連事業 － 633,697 － 633,697

直販・その他事業 － 827,784 － 827,784

合計 8,058 5,442,275 － 5,450,333

 

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
（自　2020年８月１日

至　2021年１月31日）

当第２四半期累計期間
（自　2021年８月１日
至　2022年１月31日）

（１）１株当たり四半期純利益 39円04銭 23円63銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 417,799 254,788

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 417,799 254,788

普通株式の期中平均株式数（株） 10,700,815 10,781,127

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 38円15銭 23円23銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 251,663 186,192

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前

事業年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年３月７日

株式会社シルバーライフ

取締役会　御中

 

太陽有限責任監査法人

　東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 齋藤　哲　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 内野　福道　　印

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シル

バーライフの2021年８月１日から2022年７月31日までの第15期事業年度の第２四半期会計期間（2021年11月１日から2022

年１月31日まで）及び第２四半期累計期間（2021年８月１日から2022年１月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シルバーライフの2022年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論

付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ
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ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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